


ふるさと納税したあとは・・・

寄附者の家族構成とおよその寄附可能額
※あくまで目安であり、正確な計算は寄附翌年 1月～2月にお住まいの市町村にお尋ねください。

※ 表示される金額はあくまで目安です。
※ 減税限度額の目安は上記から2,000円を引いた額になります。
※ 実際の減税限度額は、今年の年収・所得・減税によって算出されます。
※ 掲載している表は、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない給与所得者のケースとなります。
年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けている給与所得者の方の減税限度額は表と異なりますのでご注意ください。

※ 社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。
※ 掲載している表はあくまで目安です。具体的な計算はお住まい（ふるさと納税翌年1月1日時点）の市町村にお問い合わせください。
※ 表中の寄附者本人の給与収入300万円～2,500万円は2022年8月現在の情報となります。
寄附者本人の給与収入3,000万円～5,000万円は2019年1月現在の情報となります。

寄附者本人の
給与収入

300 万円
350 万円
400 万円
450 万円
500 万円
550 万円
600 万円
650 万円
700 万円
750 万円
800 万円
850 万円
900 万円
1,000 万円
1,100 万円
1,200 万円
1,300 万円
1,400 万円
1,500 万円
1,600 万円
1,800 万円
2,000 万円
2,200 万円
2,500 万円
3,000 万円
4,000 万円
5,000 万円

独身又は
共働き※1

28,000
34,000
42,000
52,000
61,000
69,000
77,000
97,000
108,000
118,000
129,000
140,000
152,000
180,000
218,000
247,000
326,000
360,000
395,000
429,000
498,000
569,000
640,000
855,000
934,000
1,280,000
1,626,000

19,000
26,000
33,000
41,000
49,000
60,000
69,000
77,000
86,000
109,000
120,000
131,000
143,000
171,000
202,000
247,000
326,000
360,000
395,000
429,000
498,000
569,000
640,000
855,000
934,000
1,280,000
1,626,000

夫婦※2

19,000
26,000
33,000
41,000
49,000
60,000
69,000
77,000
86,000
109,000
120,000
131,000
141,000
166,000
194,000
232,000
261,000
343,000
377,000
412,000
481,000
552,000
623,000
835,000
919,000
1,264,000
1,610,000

共働き＋
子1人（高校生※3）

15,000
22,000
29,000
37,000
44,000
57,000
66,000
74,000
83,000
106,000
116,000
127,000
138,000
163,000
191,000
229,000
258,000
339,000
373,000
408,000
477,000
548,000
619,000
830,000
908,000
1,254,000
1,600,000

共働き＋
子1人（大学生※3）

11,000
18,000
25,000
33,000
40,000
48,000
60,000
68,000
78,000
87,000
110,000
121,000
132,000
157,000
185,000
229,000
261,000
343,000
377,000
412,000
481,000
552,000
623,000
835,000
919,000
1,264,000
1,610,000

夫婦＋
子1人（高校生）

7,000
13,000
21,000
28,000
36,000
44,000
57,000
65,000
75,000
84,000
107,000
118,000
128,000
153,000
181,000
219,000
248,000
277,000
361,000
396,000
465,000
536,000
607,000
817,000
893,000
1,239,000
1,584,000

共働き＋子 2人
（大学生と高校生）

－
5,000
12,000
20,000
28,000
35,000
43,000
53,000
66,000
76,000
85,000
108,000
119,000
144,000
172,000
206,000
248,000
277,000
361,000
396,000
465,000
536,000
607,000
817,000
893,000
1,239,000
1,584,000

夫婦＋子 2人
（大学生と高校生）

ふるさと納税を行う際の減税限度額は、年収や家族構成によって異なるので、
まずはご自身の減税限度額の目安をご確認頂きたい方に向けて、早見表をご用意しました。

◇減税限度額の早見表◇ 実質負担額2,000円を除く減税限度額の早見表

「表の見方」
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う本人が配偶者（特別）減税の適用を受けていないケースを指します。（配偶者の給与収入が201万円超の場合）
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4 中学生以下の子供は（減税額に影響がないため）、計算に入れる必要はありません。

例えば、「夫婦子1人（小学生）」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人（高校生と中学生）」は、「夫婦子1人（高校生）」と同額になります。

簡単な
手続きで
OK!

後日送られてくる
寄附証明書を添付して
確定申告するだけ

確定申告をされる方
後日送られてくる書類に
マイナンバーを記入して
自治体に送り返すだけ！

サラリーマンの方




